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「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金 

（9/1～9/30実施分）」早期支給分の実施概要 

都では、令和３年９月１日から９月３０日までの間、営業

時間短縮等の要請に、全面的にご協力いただける都内の飲食

店等を運営する中小事業者に対して、協力店舗ごとに「営業

時間短縮等に係る感染拡大防止協力金」の一部を早期支給し

ます。 

■受付開始時期等 

〇受付要項公表 

令和３年９月１３日（月）１４時（予定） 

〇申請受付期間 

令和３年９月１３日（月）～令和３年９月２４日（金） 

※本申請の受付期間等については、別途ご案内いたします。 

■対象要件 

〇営業時間短縮等の要請を受けた都内の飲食店等※１を運営

し、要請に全面的にご協力いただける中小企業※２・個人

事業主等が対象となります。 

 要請期間（令和３年９月１日から令和３年９月３０日ま

で）において、営業時間短縮等の要請に全ての期間で協

力をいただける都内の飲食店等が対象となります。 

 過去実施分の協力金について受給実績のある方で、本申

請時に、売上高方式で申請する事業者が対象となります。 

※過去実施分とは 

 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金等（1/8～2/7

実施分、2/8～3/7実施分、3/8～3/31実施分、4/1～4/11

実施分、4/12～5/11実施分、5/12～5/31 実施分、6/1～

6/20実施分、6/21～7/11実施分） 

別紙 
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※早期支給の対象とならない方(大企業及び売上高減 

少額方式を選択する中小事業者)や、早期支給の申 

請を行わない方については、要請期間後に申請の 

受付をさせていただきます。 
(営業時間短縮及び休業の要請の概要) 

緊急事態措置期間（9/1-9/30） 

酒類又はカラオケ設備を提供

する飲食店等 

（利用者による酒類の店内持

込を認めている施設を含む） 

休業 

（酒類及びカラオケ設備の提供、並

びに利用者による酒類の店内持込を

取り止める場合を除く） 

酒類を提供せず、かつカラオ

ケ設備を使用しない飲食店等

（利用者による酒類の店内持

込を認めている施設を除く） 

従前 20時から翌朝 5時までの時間帯

に営業を行っていた店舗において、5

時から 20 時までの間に営業時間を

短縮 

 

 要請の対象となる店舗を運営する事業者に対し、店舗ご

とに支給します。 

 要請開始日（令和３年９月１日）より前に開店しており、

営業の実態がある店舗が対象となります。 

 都外に本社がある事業者も対象になります。 

 ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」

を利用者が見やすい場所に店舗ごとに掲示していただ

くことが必要です。 

 申請に当たっては、「コロナ対策リーダー」を店舗ごと

に選任の上、登録していただくことが必要です。 

※１ 飲食店等とは、「飲食店」、「遊興施設等（バー、カラオケボックス

等）」及び「結婚式場」で飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け

ている店舗です。 

※２ 中小企業のうち、以下の要件のいずれかに該当する企業は「みなし

大企業」となりますので、今回の申請は対象外です。要請期間終了後

に受け付ける本申請において、申請してください。 
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・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の1/2以上を所有又は出

資していること。 

・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の2/3以上を所有又は出

資していること。 

・役員総数の1/2以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。 

・その他大企業が実質的に経営を支配(大企業及びその子会社等が過半

数の議決権を保持する場合など)する力を有していると考えられる 

こと。 

■早期支給額 

一店舗当たり、６０万円 

＜下限額(４万円)×日数(１５日分)＞ 

※下記の支給額の考え方に基づき算出した総支給額と早

期支給分との差額については、本申請における審査のの

ち、追加支給いたします。 

（参考）支給額の考え方 

前年又は前々年の 

１日当たりの売上高 

（売上高／日） 

１店舗当たりの 

協力金日額 

１０万円以下 ４万円 

１０万円超～２５万円以下 ４万円～１０万円 

２５万円超 １０万円 

 

■申請方法 

〇 必要な様式をダウンロードの上、申請フォームから提出

してください。 https://jitan-souki.jp 

 

〇 郵送での申請も可能です。※都税事務所での受付は行っておりません。 

宛先：〒104-8238 東京都中央区銀座 5-15-1 SP602 

「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金 （９/１

～９/３０実施分）」 早期支給分 申請受付  

https://jitan-souki.jp/
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申請は、店舗ごとではなく、店舗を運営する事業者単位で

まとめて行っていただく必要がございます。 

なお、申請後の店舗追加はできません。また、同一事業者

による複数回の申請も受け付けられないため、申請前に対象

店舗を十分にご確認ください。 

■申請書類（予定） 

(1) 協力金申請書 

 (2) 遵守事項に関する確認書 

 (3) 振込先口座・名義人が確認できる書類 

なお、後日、本申請において、必要な書類の提出をしてい

ただきます。提出書類の詳細については、改めてお知らせし

ます。 

■その他 

○コロナ対策リーダーの登録 

以下のサイトにより登録を受け付けています。 

（URL）https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/

1008262/1008420/index.html 

○問合せ先 

 問合せは、以下の窓口にて対応します。なお、具体的な申

請手続きは、令和３年９月１３日(月)の申請受付要項の公表

をお待ちください。 

 

感染拡大防止協力金等コールセンター 

電話 ０５７０－０５６７－９２ 

（午前 9時 00分から午後 7時 00分まで毎日） 

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/index.html
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/index.html

